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大規模地震における災害対応の財源スキーム

―平成期の災害財政と被災者生活再建支援法の対応を中心として―

細　井　雅　代

1　はじめに
　2011年 3月 11日に三陸沖で発生した国内観測
史上最大マグニチュード 9.0の地震は、宮城県北
部で最大で震度 7を記録した地震による被害に加
え、最大波 9メートルを超える大津波が東日本の
太平洋沿岸部に壊滅的な被害をもたらした。さら

に、福島第一原子力発電所においては、津波によ

り大量の放射性物質が放出されるという、重大事

故に発展した。発災より 10年経過した今もなお、
復興に向けた事業等が継続して進められている。

　我が国では平成期を中心に大規模な地震災害が

相次いだこともあり、それに関連した多くの研究

がなされてきた。中でも災害財政に関する論文に

は、中央集権的な災害財政のあり方に対し問題提

起を行う宮入（2013、2017）、また手厚い財源措
置による問題点を指摘する宮崎（2009）、佐藤・
宮崎（2012）がある。そして、災害財政措置によ
る被災地方団体の財政への影響に注目する論文は

多数存在し、代表的なものとして舟場（1997）、
赤井・永松（2003）、桒田（2014）、宮崎（2017）
が挙げられる。以上の論文は災害対応に係る制度

間の比較や連続性の観点からの示唆を研究するも

のではない。これらに対し、桒田（2016）は東日
本大震災の財源措置及び被災者生活再建支援法に

注目し、各々の意義を地方財政制度の原則に照ら

しながら評価している。しかし、その評価の射程

範囲は、東日本大震災の事例に留まっている。

　本稿では、平成期に生じた大規模地震として、

阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震を取

り上げ、災害復旧事業等における財源スキーム（災

害財政）の発展を明らかにする。またその財源ス

キームの発展から見出される災害財政の意義と今

後のあり方を検討する。さらに被災者生活再建支

援制度（以下、「支援制度」）の発展に注目し、制

度をめぐる議論を整理する。最後に、私的財産に

対する公費投入の拡大に注目し、災害財政制度と

支援制度との関係性を明示した上で大規模災害に

おける財源スキームのあり方に対する示唆を与え

る。

　その結果、災害復旧事業等に係る財政負担を軽

減することで被災地方団体の持続可能な財政運営

を実現することと、従来からの地方負担を一定程

度残す災害財政制度運営の論理とのバランスをと

る、柔軟な対応が図られている実態とその意義を

明らかにした。宮入（2013、2017）が指摘する国
の裁量に基づく災害財政のあり方に対し、本稿は

肯定的立場を示す。その理由は、災害財政におけ

る中央集権制は災害財政の財源措置のあり方を実

現する観点から否定されるものではないからであ

る。また、今後も発生するであろう大規模災害へ

の対応に向けて、支援制度のさらなる拡充を図り、

災害財政制度及び支援制度の制度的補完性を意識

した制度運営を行う必要があることを主張する。

 研究（査読付き論文） 
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２　災害財政制度のあり方とその発展
2.1　災害財政制度の確立
　災害復旧事業とは、災害に因って必要を生じた

事業で、災害に係った施設の原形復旧を目的とす

る事業である。シャウプ勧告（1949年）は災害復
旧に関しては地方団体自らが事業費を賄うことは

非現実的であることから、国が財政上の全責任を

引き受けるべきとした 1）。シャウプ勧告を尊重し、

公共土木災害に係る経費を全額国庫負担とする 1
年限りの特例法が制定されたが、その措置は地方

財政の窮乏を背景に甚だしく国庫依存、災害便乗

の弊風を醸すこととなったことから 2）、その後の

制度改正においては神戸勧告（1950年）におい
て打ち出された一部地方負担を残す案が尊重され

た。

　全額国庫負担制度の廃止後、「公共土木施設災

害復旧事業費国庫負担法」（1951年）等の個別法
が制定され、公共土木事業の他、農林水産産業施

設や公営住宅等について新設・改良に比べ高い補

助率が適用された。また、地方団体毎の災害の発

生額と団体の財政力とを比較考量して、財政力の

一定限度を災害額が超える毎に逓次に高い補助率

が適用される「スライド・システム」が採用され

た 3）。財政力の低い地方団体が災害復旧事業を執

行するためにも、財政力に応じた負担を適用する

手法は大変有効なものであった。1961年には災
害における財政措置に関する制度的枠組みを規定

する「災害対策基本法」、翌年には災害の規模が

限度を超えた場合の諸措置が概定される「激甚災

害に対処するための特別の財政援助等に関する法

律」（以下、「激甚法」）が制定され、国庫支出金

の補助率の引上げが規定された 4）。

　また、以上の国庫負担制度に加えて、災害復旧

事業における地方負担分には地方債を充当しその

元利償還金の一部を地方交付税で対応する地方財

政措置が採用された。被災地方団体の財政力に応

じた高率補助と地方負担分に対する地方交付税措

1）  石原（2018）、36ページ。
2）  首藤（1954）、9ページ。
3）  同上。
4）  同上。
5）  例えば、2011年 3月 25日及び 2011年 4月 5日の参議院総務委員会での片山善博総務大臣の発言がある。
6）  黒田（2012）、28ページ。

置の 2本立ての財源スキームは、地方負担を一定
程度残すというかたちで制度の妥当性を担保しな

がら、現行の災害財政制度においても今なお尊重

されている。

2.2　近年の激甚災害と災害財政制度拡充の概要
　1995年の阪神・淡路大震災では、未曾有の大規
模災害に対して早急の対応を図るため、激甚法に

加えて「阪神・淡路大震災に対処するための特別

の財政援助及び助成に関する法律」の特例の財政

支援法を定め、各種都市基盤施設やライフライン

の復旧事業を中心とした国庫支出金の補助率の嵩

上げ、補助対象及び対象地域の拡大を講じた。そ

の他、同法の対象外となる民間鉄道等に国庫支出

金を交付した。

　2011年の東日本大震災では、災害復旧事業は原
形復旧を原則にすべきという従来の概念に捉われ

ず、かつ可能な限り地方負担を軽減させる必要性

が説かれた 5）。その考えに基づき「東日本大震災

に対処するための特別の財政援助及び助成に関す

る法律」が定められ、阪神・淡路大震災の措置を

超える国庫支出金の補助率の嵩上げと社会福祉施

設の対象事業の拡大等が図られた。さらには、被

災市町村の財政力を考慮し、公共土木施設の災害

復旧事業費を合算し、標準税収入額に対する割合

に応じて補助率を 90％まで嵩上げする、プール方
式が採用された 6）。その他、同法の対象外となる

水産施設に対する支援措置等が設けられた。

　2016年の熊本地震に対する財源措置では、迅速
に補正予算を決定し、激甚法の適用により国庫支

出金の補助率の嵩上げを行い、被災地方団体の財

政運営に支障が生じないよう地方交付税と地方債

による地方財政措置が採られた。特に大都市を有

する地域で日を置かずして震源地を同じくする震

度 7以上の地震に見舞われたことから、住宅のみ
ならず産業関連施設での被害の発生、その他、自

治体庁舎が損傷し役場機能が失われた。経済的損
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失の拡大に鑑み、東日本大震災での対応と同様に

中小企業等グループ補助金を設け、その地方負担

を災害対策債の対象として、その元利償還金の交

付税措置率を拡充した。また、新たな国庫補助事

業の拡充・強化が行われた。熊本城の災害復旧に

あたっては、特別措置として補助率の嵩上げ、加

えて一般単独災害復旧事業債に替えて補助災害復

旧事業債を起債し、公共施設の災害復旧事業並み

の地方財政措置を講じた 7）。また、被災地方団体

の庁舎建て替えに対し、被災地方団体の実情に対

応するためにも原形復旧の考え方を止め、東日本

大震災時と同様に柔軟でかつ被災地方団体の実質

的負担を軽減する措置を講じた 8）。

　平成期の大地震に対する災害対応の財源スキー

ムは、被害規模及び被災地方団体の財政状況に応

じて、その都度従来の原則を緩和しながら、国庫

支出金の対象事業の拡大及び補助率の嵩上げによ

り的確に国費による措置を行い、それに併せて被

災地方団体の財政負担の軽減を図るための地方財

政措置を講じてきた。特に被災地方団体の財政負

担の軽減については、次節で見ていく通り、東日

本大震災では復興増税に基づき、後年度の負担を

残さない最大級の対応を図ったのである。 

2.3　東日本大震災における財源スキーム
　東日本大震災における復興財政制度の目玉は自

由度の高い国庫支出金である東日本大震災復興交

付金（以下、「復興交付金」）の創設である。復興

交付金に係る事業には、復興地域づくりに必要な

ハード事業を幅広く一括化した「基幹事業」と、

これに関連して自主的かつ主体的に実施する「効

果促進事業等」（ハード・ソフト事業）が設定さ

れた。 
　この復興交付金制度について、復興事業に対す

る思い切った財源措置であるという評価がなされ

る一方で、ハード事業に限定されたことから、地

方分権改革における国庫補助負担金改革の限界点

を意味するとの厳しい評価も聞かれた 9）。復興交

7）  鶴巻他（2016）、29ページ。
8）  鶴巻他（2016）、30ページ。
9）  高端（2017）、32ページ；宮入（2018）、53ページ。
10）  石原（1963）、50ページ。

付金対象事業が実質的にハード事業に限定された

のは、元来災害財政制度はインフラ復旧への財源

対応を基本とするからである。縦割り配分されて

きたハード事業に対する国庫負担金は、平成期に

メニュー補助金化され、さらに民主党連立政権下

では一括交付金とされた。復興交付金は一括交付

金の枠組みを借りて、その財源措置の適用を図っ

たものであると制度の連続性の観点から捉えるこ

とができる。大規模災害においては、被災地方団

体に生じる重い財政負担に対して的確な国費によ

る対応を可能とし、かつそれらの事業期間が長期

に亘るため、地域の実情に応じた弾力的な財政運

営を可能とする、財源のあり方が望ましいことか

ら、その視点での制度評価が重要となる。

　もう一つは、東日本復興特別交付税（以下、「復

興特別交付税」）の創設である。復興特別交付税

は、甚大な被害に鑑み、災害復旧事業等の実施状

況に合わせて地方負担を軽減することを目的に、

被災地方団体の財政状況を最大限斟酌した対応で

ある。これにより、事業実施に係る地方債の発行

を不要とし、替わって復興特別交付税を充て、後

年度にわたる地方の財政負担が発生しない措置が

実現された。例えば、防災集団移転促進事業は補

助率 8分の 7（従来は 4分の 3）で復興交付金に
より財政支援を行い、地方負担分は全額復興特別

交付税で措置した。

　地方交付税法に定められる、特別交付税は地方

交付税総額の 6％を用いて普通交付税では捕捉さ
れない特別の財政需要に対し交付される。普通交

付税の配分基礎である基準財政需要額は、地方団

体毎に人口等の客観的数値を基準として、当該年

度における通常必要とされる経費が算定される。

一方の基準財政収入額は、前年度の地方税額等の

客観的資料に基づき地方団体が当該年度において

通常収入し得る額を算定する。このことより、災

害に伴う財政負担の増加又は財政収入の減少は普

通交付税の算定上では考慮されないという問題が

生じる 10）。そこで、この実際の財政需要と算定上
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のずれを補うために、災害復旧事業等の財源に充

当するために発行した地方債については、その各

年度の元利償還額を当該年度の基準財政需要額に

算入し後年度対応を講じる他、災害応急対策に係

る経常的な経費及び災害に伴う地方税等の減収を

補填するため発行が認められた地方債の各年度の

元利償還額は当該年度の特別交付税の配分の基礎

に算入するという措置を採用してきた 11）。この特

別交付税の性格から、復興特別交付税はこれまで

にない地方財政措置の手法であったことが理解で

きよう。

　また復興交付金は国庫支出金であることから、

それぞれの国と地方の経費区分を基準としてお

り、その地方負担分は、例えば、補助災害復旧事

業債に係る元利償還金の 95％部分を交付税措置
により財源保障を行い、残余 5％は留保財源対応
としてきた。この地方負担を残す措置は、建物等

が復旧された場合、その時までに減価償却された

部分については被災地方団体に利益を与えること

を根拠に採用されてきた 12）。そしてもう一つの理

由に地方団体のモラルハザードへの対応がある。

従って、一定の地方負担を残す従来の地方財政措

置のあり方から見ると、復興特別交付税によって

地方負担を実質ゼロとしたことは例外的な措置と

なる。

2.4　被災地方団体の財政力と財源スキームの関係
　次の表１は阪神・淡路大震災、東日本大震災、

熊本地震における特定被災地方団体（都道府県

11）  同上。
12）  石原（1963）、53ページ。

及び市町村）の発災年度（1994年度、2010年度、
2016年度）の財政力指数の分布状況を示す。
　表 1より、阪神・淡路大震災は大都市の中心で
生じた災害であったことから被災地方団体は比較

的財政力が高い。一方で、東日本大震災において

は半数近い地方団体の財政力指数が 0.5以下、さ
らに熊本地震では半数の地方団体が 0.3以下であ
り、財政基盤が非常に脆弱な地方団体の割合が高

いことが分かる。

　次の図 1は、兵庫県、宮城県、熊本県の災害復
旧費の財源内訳の推移を示したものである。デー

タは、各地震の発災前年度からの 5年分である。
　図 1から、阪神・淡路大震災においては、必要
な財源の約 5割に地方債を充てたことが分かる（左
の図を参照）。一方、東日本大震災においては被

害規模及び被災地方団体の財政力に鑑み、復興財

政制度を設け国庫補助による財源措置の拡大を図

り、地方負担を極限までに軽減する措置を講じた

ことが窺える（中央の図を参照）。そして熊本地

震は、東日本大震災ほどではないが国庫支出金を

充当することで被災地方団体の財政負担の軽減を

図り、かつ地方負担に対しては地方債で財源を賄

い、後年度その元利償還金について地方交付税制

度を通じた財政措置を中心に対応が図られた（右

の図を参照）。

　東日本大震災における地方負担を極限まで軽減

する財源措置は、2016年度からは地域振興や防災
などの事業に関して被災地方団体にも一部負担を

求める「被災自治体の一部負担の導入」に替わっ

表１　特定被災地方公共団体の財政力指数の分布状況

（注） 阪神・淡路大震災の団体数は 17、東日本大震災は 187、熊本地震は 21である。
（出所） 総務省統計局『都道府県・市区町村のすがた』（http://www.e-stat.go.jp/）及び総務省『市

町村決算状況調』（平成 22年度、平成 28年度）より筆者作成。
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た。集中復興期間が終わったことから本来全ての

事業の地方負担を残す従来の財源スキームに戻す

ことが望ましいが、一部負担の導入を特定の事業

に限定したことからも、被災地方団体の将来的な

財政負担を考慮した対応が講じられたのである。

このような被災地方団体の財政力に応じた柔軟な

対応は、その他、被災地方団体の資金繰りを円滑

にするための普通交付税の繰上げ交付割合が災害

状況に応じて決定されることからも確認できる 13）。

被災地方団体が復旧復興に必要な財源を確保する

ためにも、状況に合わせた交付割合の設定が必要

とされるのである。

　制度を連続的に検討することで、災害財政は被

災地方団体の財政運営に支障を生じさせないため

のきめ細かな対応と、従来の災害財政の制度運営

の論理とのバランスに配慮した制度運営がなされ

るようになってきていることを明確に示した。ま

た、近年の災害の激甚化により前者が政策課題と

して重要視されていることも特筆すべき点であ

る。

３　被災者生活再建支援法の意義と拡充
　自然災害により生活基盤に著しい被害を受け、

経済的理由により自立して生活再建を行うこと

が困難である被災世帯に対する支援を目的とする

13）  普通交付税に関する省令第 54条の 2「前項の規定による繰上げ交付を行う地方団体、繰上げ交付の時期及び繰上げ交付を行う
額は、大規模な災害による特別の財政需要の額等を考慮して、総務大臣が定める」。

14）  福崎（2005）、61ページ。

「被災者生活再建支援法」（以下、「支援法」）が
1998年 5月に成立した。それまで、私的財産の形
成に資する公費投入は困難であることを理由に、

公共事業を中心とした災害対応を図ってきた我が

国において、被災者個人を救済する制度が制定さ

れたことは災害対応の多元化という観点で意義深

いものであった。

　各都道府県が資金拠出を行い、また支援給付

金の 2分の 1を国庫負担とする支援金支給制度
が 1999年 4月から始動した。その後、2004年・
2007年の改正、また東日本大震災の際には特例法
による国庫補助率の引上げ措置を講じた（表 2参
照）。

　ここでは、支援法のあり方をめぐる議論及び改

正の意義とその背景を考察する。

　1998年の支援法制定時、支援対象には住宅再建
支援は含まれず、生活再建支援に限定されていた。

さらには、年収や年齢による厳格な支給要件を設

け、あくまでも当該制度は社会保障の範疇に属す

るものであった 14）。施行後 5年を目処とした同法
改正のために設置された「被災者の住宅再建支援

の在り方に関する検討委員会」（旧国土庁）によ

る報告書（2000年 12月）には、阪神・淡路大震
災での教訓を生かして、各段階における住宅再建

支援策の 1つとして支援制度の活用が提案された。

図 1　兵庫県、宮城県、熊本県の災害復旧費の財源内訳

（注）左の図が兵庫県、中央の図が宮城県、右の図が熊本県。
（出所）総務省『地方財政状況調査』（調査年 1994～ 98年、2010～ 14年、2016～ 20年）より筆者作成。
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個人資産への公費投入に関しては、「その状況を

放置することにより社会の安定の維持に著しい支

障を生じる」等、公共性のある住宅再建支援の妥

当性を主張した。さらには「被災者の自力再建（自

助）には限界があり、さらに、住宅は基本的には

個人資産であることから、公的支援にも一定の制

限があることを考慮すると、国民がお互いに助け

合う共助の理念に基づく相互支援策を拡充するこ

とについて検討する必要がある」との考えを示す。

　その後 2004年に、新たに居住関係経費として
200万円を限度とする支援金が追加提示された法
案が国会で可決された。その他、支援対象が大規

模半壊被害にまで拡大適用され、さらには住宅解

15）  福崎（2005）、63ページ。
16）  検討会の中間報告には、住宅再建場所としては、住宅が再建において元の場所に限ることはないとの提案がされている。その理
由としては、企業雇用者は勤務先の事業所が被災を契機に移転等すれば本人の意思とは関係なく移住せざるを得ない、また接道

体撤去、ローン利子払い等の住宅関連費用の支出

が可能となった。しかしながら「建築費・補修費

が外されたことは致命的である」との批判も聞か

れた 15）。

　2007年内閣府に「被災者生活再建支援制度に関
する検討会」が設置され、同年 7月に当検討会よ
り中間報告が提出された。同制度の支援金を「使

途を限定せず住宅本体にも使える見舞金」とし、

その活用の幅を広げ、さらには基準の緩和、支援

金の定額化、国庫負担率の引上げ等を示す提案が

なされた 16）。当検討会は住宅再建には公共性が見

出され、加えて生活の基盤を失った被災者への公

的補償は自立を促す制度として考えることができ

表２　支援法の概要

（出所）重川・田中・高島（2008）、254ページより筆者作成。
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ることを根拠に、住宅再建の支援を公助制度と考

えるべきとの意見を示したのである 17）。 
　そのような考え方の背景には、私的財産の形成

に資する公的支援の拡大が思うように実現しない

中、災害に見舞われた各都道府県で地域の実情に

応じた住宅再建支援制度創設の機運の高まりが

あった 18）。その先駆けが、全国初となる被災者住

宅に対する助成制度である「鳥取県西部地震被災

者向け住宅復興補助金制度」（2000年 10月）であ
る。当時の鳥取県知事である片山善博は私的財産

への公費投入を否定する原則に従っていては、地

域社会を維持することに行政は尽くすことはでき

ず、従来の補助制度に対する考え方を見直すべき

であると主張している 19）。

　2007年 11月「被災者生活再建支援法の一部を
改正する法律案」が可決・成立した 20）。その内容は、

支援世帯の要件の撤廃、使途を問わない住宅再建

の態様等に応じた定額渡し切り方式での支給を採

用する等、従来の支援内容を抜本的に改正したも

のであった。この改正から、災害により失われた

地域文化またコミュニティの再建には被災者の生

活再建や生業再建への支援が必要である、という
1つの解答を読み取ることができる。
　その後、東日本大震災では支援給付金の補助率

の嵩上げ措置を採用した。これについては、相互

扶助の理念に基づく本制度の趣旨に合わないこと

を理由に国により否定されたものの 21）、東日本大

震災に係る甚大な住宅被害の発生により、支援金

の支給に必要な資金の大幅な不足が見込まれたこ

とから、特例として認められたのである。この補

助率の嵩上げ措置は、特例ではあったが、大規模

災害時における支援制度の財源確保に対して重要

な問題提起を行ったといえよう。

部分が狭いなど立地条件によっては元の場所が最善ではないケースもある、との趣旨がある（11ページ）。
17）  第 5回検討会（2007年 7月 30日）における意見に基づく。
18）  青田（2011）、145ページ。
19）  朝日新聞，2000年 11月 16日。
20）  第 168回国会審議（災害対策特別委員会）にて、国の補助割合を 3分の 2に引上げる法案が提出されていたが、国の厳しい財政
状況を勘案し撤回された。

21）  2011年 4月 5日の衆議院総務委員会の議事録に基づく。
22）  環境省（2019）。

４　私的財産に係る公費投入をめぐる財源措置
　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45
年法律第 137号）の第 22条に基づき、被災市町
村が災害その他の事由により特に必要となった廃

棄物の処理を行った事業を対象とした国庫負担制

度が設置されている。同規定に基づく災害等廃棄

物処理事業費補助金は、通常は補助率を 50％とし、
また地方負担分の 80％を交付税措置する。従って、
実質的な地方負担は 10％となる 22）。その財源措置

は近年における災害の激甚化に伴い拡充されてい

る。

　阪神・淡路大震災においては、地方負担分に対

する交付税措置率を 95％に引上げ、実質的な地
方負担を 2.5％に軽減した。また東日本大震災に
おいては、「東日本大震災に対処するための特別

の財政援助及び助成に関する法律」に基づく措置

として、特定被災地方団体については、被災市町

村の標準税収入に対する災害等廃棄物処理事業費

の割合に応じて、補助率を最大 90％まで嵩上げ
し、さらにはグリーンニューディール基金を用い

て国の実質負担額を平均 95％とし、地方負担分に
ついても復興特別交付税により全額措置した。そ

の結果、実質的な地方負担は 0％となった。さら
に熊本地震では、災害対策基本法第 102条に基づ
く起債の特例として、激甚災害に指定され、かつ

被災地方団体で一定の要件を満たすものについて

は、残りの地方負担 10％に対して災害対策債の発
行が可能となり、その元利償還金の 57％が特別
交付税措置されることから、実質的な地方負担は
4.3％となる。しかし、局所的に大量の災害廃棄物
が発生したことが問題となったことから、50％の
補助率に加え、特別の措置としてグリーンニュー

ディール基金からの支援措置の創設、また地方財

政措置に関しては災害対策債の元利償還金に対す

る交付税措置率を57％から95％に引上げた。結果、
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実質的な地方負担は 4.3％から 2.5％以下に軽減さ
れたのである。

　次の表３には災害等廃棄物処理事業費補助金の

補助対象内外の項目のうち特に個人及び事業者の

私的財産に係るものを取り上げる。

　表３のうち「半壊と診断された被災家屋の解体

費」は対象外項目とあるが、特定非常災害や国が

定めた特定の災害においては、当該費用は補助対

象に含まれることとなる。以上から、災害の激甚

化により災害等廃棄物処理事業費の財源措置の拡

充と同時に災害等廃棄物処理事業費補助金対象の

拡大が生じているのである。

　元来、国は私的財産に対する直接的な支援は前

節の支援法がその役割を果たしており、また特に

私的財産の形成に資する財政支援は補助金適正化

法の観点より困難であるとの主張を崩してこな

23）  2011年 11月 9日の衆議院予算委員会の議事録に基づく。

かった。しかし、災害廃棄物処理、地域の基盤施

設（宅地と一体化している公共施設等も含む）や

ライフラインの再建事業への補助金の交付は、結

果として個人の負担軽減に繋がる措置として運用

されていることから 23）、地域再生に係る事業への

財源の傾斜的配分が、事実上被災者の生活再建と

して公共投資との関連で位置づけられている。ま

た、自助努力で行ってきた活動が、災害の激甚化

により公共性を有する事業になり代わってきてい

ることも指摘できる。そしてその動向の拡大は災

害等廃棄物処理事業費補助金の規模にも反映され

ており、同補助金の規模に加え、災害復旧等事業

費に対する割合も拡大傾向にある（図３参照）。

結語
　本稿は、第一に災害財政制度の変遷を考察した。

表３　災害等廃棄物処理事業費補助金の補助対象内外

（出所）環境省（2021）、26ページより筆者作成。

図３　災害等廃棄物処理事業費補助金及び災害復旧等事業費に対する割合の推移

（出所） 環境省『環境省一般会計省庁別財務書類』（平成 15年度～令和元年度）、『東日本大震
災復興特別会計財務書類』（平成 23年度～ 28年度）より筆者作成。
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制度を連続的に見たとき、災害復旧事業に係る被

災地方団体の自己負担を残す制度運営の論理が尊

重され続けているという見方もできる。しかし、

これまでの大規模災害で適用してきた特例措置の

あり方から、災害財政は復旧復興を行う被災地方

団体の財政運営に支障が生じないように適切な措

置に基づいた運用がなされていると評価できる。

そのような意味では、東日本大震災における被災

地方団体の財政負担を震災特別交付税により実質

ゼロとした対応は、前例はないが、決して非連続

的であるとはいえない。被災地方団体の実質負担

をゼロとする措置は、この論理の上では妥当性を

持つのである。ただし、東日本大震災における財

源対応はある意味到達点でもある。今後において

これ以上の対応は再び復興増税を行わない限り難

しく、大規模災害に備えて、国民負担の観点から

財源措置のあり方の議論は必要であろう。

　また、災害財政には、各被災地方団体に対する

的確な国費による財源措置であるか、そして財政

力に応じた地方財政措置であるかが制度運営の論

理の中心に位置づけられることから、各事情に応

じた精緻な事業費の積算は国の裁量に基づき行う

べきである。的確に積算された事業費に基づく補

助金の交付を各関係省庁が実施することで、政府

内及び政府間での連帯力を高め、復旧復興事業を

円滑に進めていくことが肝要である。

　第二に、災害の激甚化に伴う私的財産に係る公

費投入の拡大を検討した。災害の激甚化に従い従

来の災害財政の原則を弛緩させ、補助の対象範囲

の拡大を講じ、自助努力の範囲を狭めてきた。こ

のことは、災害対応としては意義深いことではあ

るが、拡大の一途をたどる災害対応をどのように

理解すべきかの評価は分かれるところである。

　災害財政制度においては、東日本大震災時にお

ける中小企業等グループ補助金や防災集団移転促

進事業で見られるように、家族の機能の低下や共

同体の弱体化を背景に、これまで自助努力や相互

扶助を基礎として行ってきたことを補うために、

生活再建や生業再建に対し公費を投入する必要性

が高まってきたことが指摘できる。加えて、災害

等廃棄物処理事業においては、災害の激甚化に伴

い、支援法による私的財産への対応が、公共性を

根拠にして災害財政制度の枠組みに取り込まれて

いる。このことから、被災者の生活再建支援のた

めの支援制度は災害財政制度の一部として捉え、

連続的な制度として運営していく時代にきたとい

えよう。

　地域のインフラ再建により包括的な被災者の生

活再建や生業再建に資する災害財政は十分に拡充

されてきた。今後も発生するであろう大規模災害

への対応に向けて、地域社会の維持のためにも被

災者の継続的生活を支援する支援制度のさらなる

拡充を図り、災害財政制度と支援制度の制度的補

完性を意識した制度運営が必要である。それには、

大規模災害時においても安定的な支援制度の運用

を達成する財源調達の仕組み作りを検討すべきで

ある。どのような財源調達の仕組みが適切かは、

都道府県間での相互扶助としての制度のあり方が

大規模災害時でどの程度妥当性を有するのかの検

証、また重層的構造にある既存の基金を通じた支

援制度との関係を考慮した上での議論が必要であ

る。

　被災者が心より復興を感じ、街に元の文化活動

が再現されるためには、大規模な公共施設やライ

フラインの復興と同じほど生活再建と生業再建が

重要なのである。それには、これまでの災害財政

制度の拡充に対して、今後は支援法の拡充を検討

すべきであろう。災害による被害は、ひとりの被

災者だけで解決し得るほど、単純な社会的依存関

係のシステムにおける問題ではないのである。
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